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令和 ４年 宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社 CFM １１月 
 

 

第５９回 放送番組審議会議事録 
 

１ 開催年月日 ２０２２年（令和 ４年）１１月１６日 
  

２ 開催場所 〒２４３－０１１１ 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬９４０番地の２５ 

宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社 本社 
  

３ 委員出席 委員総数 ５名   出席委員数 ３名 
  

 （１） 出席委員の氏名 藤田義友 朝倉英明 鈴木貴子 
  

 （２） 欠席委員の氏名 山本善男 山口洋子 
  

 （３） 放送事業者側出席者名 放送事業者 代表取締役社長 朝倉徳男 

取締役 放送局長 志村寧子 

 

４ 議事（審議内容） 

第１議案 「Ｌアラート」と「Ｊアラート」の違いと運用について 

 

委員から、清川村では、「Ｊアラート」により、放送局では、「L アラート」を使用していると聞いたが、その違いと、放送局

での運用について、教えてほしい。 

 

Ｊアラートは、地域系通信衛星と市町村の同報系防災行政無線等を利用し、大規模災害や、武力攻撃事態または存立危

機事態が発生したとき国民保護のために必要な緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。 

Ｌアラートは、地方公共団体、ライフライン事業者、気象庁等から発信される災害関連情報等を集約し、放送局をはじめ

とする事業者等に災害情報を迅速に伝達するシステムです。 

 

清川村は、Ｊアラートで受信された緊急情報を同報系防災行政無線で通報し、その内容は、そのまま放送局でも使用

（放送）できます。 

また、放送局では、Ｌアラートをインターネット回線により、情報を入手しています。 

実際には、放送局側が、入手すべき必要な地域、情報の種類、鳴動のレベル等を設定し、できるだけ、情報の取りこ

ぼしがないように運用しています。 

並行して、携帯電話への緊急地震速報等の受信も活用しています。 

 

 

第２議案 「放送法第６条第５号の報告」について 

 前回の審議会開催以降、訂正放送等に関し、報告する事項はなく、また、放送番組に関して申し出のあった苦情そ

の他の意見は、ありませんでした。 
 

 

５ 審議機関の答申または意見に対してとった措置の内容及びその年月日 

  （答申又は意見の内容及びその年月日を併せて記載すること。） 

 

 

６ 審議機関の答申または意見の概要の公表  

  公表年月日 令和 ４年１２月 ９日 
 

７ その他参考事項 

なし 
 


